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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子基板、該素子基板上に形成された第１電極、該第１電極上に形成されかつ発光層を
含む有機化合物層、及び、該有機化合物層上に形成された第２電極を有する有機エレクト
ロルミネッセンス素子本体部と、
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子本体部の光取り出し側に設けられた光取り出し
シートとを備え、
　前記光取り出しシートがシリコン化合物及び臭素含有化合物を含み、前記光取り出しシ
ートのヘイズ値が９０以上の値であり、かつ、前記光取り出しシートの全光透過率が８０
％以上の値であることを特徴とする
　有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　前記光取り出しシートのヘイズ値が９２以上の値であり、かつ、前記光取り出しシート
の全光透過率が８２％以上の値であることを特徴とする
　請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項３】
　前記光取り出しシートが基材を有し、該基材が、ポリカーボネートフィルム、ポリエチ
レンテレフタレートフィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、ポリイミドフィルム
、及び、フッ素樹脂含有フィルムのいずれかであることを特徴とする
　請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
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【請求項４】
　前記光取り出しシートが、さらに、ポリアクリル酸エステル樹脂を含むことを特徴とす
る
　請求項１～３のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項５】
　前記光取り出しシートの光取り出し面に所定の凹凸パターンが形成されていることを特
徴とする
　請求項１～４のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項６】
　前記素子基板が、薄膜ガラスであることを特徴とする
　請求項１～５のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項７】
　前記素子基板が、メタルフォイルであることを特徴とする
　請求項１～５のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項８】
　前記素子基板が、ポリイミドフィルムであることを特徴とする
　請求項１～５のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項９】
　複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と、
　前記複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を、所定の形態で配列して支持する支持
部材とを備え、
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子が、素子基板、該素子基板上に形成された第１
電極、該第１電極上に形成されかつ発光層を含む有機化合物層、及び、該有機化合物層上
に形成された第２電極を有する有機エレクトロルミネッセンス素子本体部と、該有機エレ
クトロルミネッセンス素子本体部の光取り出し側に設けられた光取り出しシートとを有し
、
　前記光取り出しシートがシリコン化合物及び臭素含有化合物を含み、前記光取り出しシ
ートのヘイズ値が９０以上の値であり、かつ、前記光取り出しシートの全光透過率が８０
％以上の値であることを特徴とする
　面状発光体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、表示装置、照明装置等の用途に適用可能な有機エレクトロルミネッ
センス素子、及び、該有機エレクトロルミネッセンス素子を複数配列して作製された面状
発光体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば各種ディスプレイのバックライト、看板や非常灯などの表示板、照明装置
等の光源として用いられる面状発光体は、高輝度、高効率、薄型、軽量等の多くの優れた
特徴を有することから注目されている。このような面状発光体の一つに、有機材料からな
る発光層に正負の各電極から電気エネルギーを供給することにより発光する有機エレクト
ロルミネセンス素子（以下、有機ＥＬ素子という）がある。この有機ＥＬ素子は、数Ｖ～
数十Ｖ程度の低電圧で発光可能であることや、薄膜型の完全固体素子であるので省スペー
スを図ることができるなどの理由から特に注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、一般に、透明基板、第１電極、発光層及び第２電極を備え、第１電極
、発光層及び第２電極がこの順で透明基板上に形成される。このような構成の有機ＥＬ素
子において、第１電極及び第２電極間に電圧を印加すると、一方の電極から発光層に正孔
が注入され、かつ、他方の電極から発光層に電子が注入される。次いで、発光層に注入さ
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れた正孔及び電子は、発光層において再結合し、これにより、発光が生じる。そして、発
光層で発光した光（以下、発光光という）が第１電極及び透明基板を透過することで、使
用者には有機ＥＬ素子が発光して見える。なお、発光層は、有機発光物質（発光材料）を
含有する一つ又は複数の有機化合物層で構成され、添加される有機発光物質の種類によっ
て発光光の波長を変化させることができる。
【０００４】
　なお、面状発光体を照明装置等の光源として用いる場合には、白色光を取り出すことが
求められる。有機ＥＬ素子において、白色光を得るための手法としては、互いに異なる波
長の光を発光する複数の発光材料をそれぞれ含む複数の発光層を積層する手法や、一つの
発光層に、互いに異なる波長の光を発光する複数の発光材料を混合する手法がある。この
ような手法を用いた場合、各発光材料からの発光光の色が混色され、白色光が得られる。
なお、このような手法では、用いる発光材料の種類を適宜変更することにより、白色光だ
けでなく、様々な色の光と取り出すことができる。
【０００５】
　しかしながら、有機ＥＬ素子のような薄膜で構成される面状発光素子では、発光層の発
光は指向性を有しない。それゆえ、発光光のうち、発光層を含む薄膜層の屈折率と発光し
た光が出射する際に通過する媒質の屈折率とにより決まる光の臨界角以上の出射角を有す
る光成分は、媒質界面において全反射して有機ＥＬ素子の内部に閉じ込められ、該内部を
伝搬する導波光となる。すなわち、発光層で発生した光のうち、臨界角以内の出射角を有
する光成分は外部に取り出すことができるが、それ以外の光成分は失われることとなり、
光取り出し効率（発光光のエネルギーに対する透明基板を介して外部に出射される光のエ
ネルギーの割合）が低くなるという問題が生じる。
【０００６】
　ここで、上述した光取り出し効率の問題をより具体的に説明する。発光層の屈折率がｎ
である有機ＥＬ素子に対して古典光学に基づいた多重反射現象の解析を適用して、光取り
出し効率（発光効率）を導出すると、光取り出し効率は、１／（２ｎ２）で近似でき、発
光層の屈折率ｎでほぼ決まる。発光層の屈折率ｎを約１．７として、この近似式で有機Ｅ
Ｌ素子の光取り出し効率を単純に計算すると、有機ＥＬ素子の光取り出し効率は約２０％
となる。それゆえ、残りの約８０％の光は、発光層の面内方向へ伝搬するか（横方向への
霧散）、又は、発光層を挟んで透明電極（陽極）と対向する位置に設けられた金属電極（
陰極）で消失する（後方向への吸収）。すなわち、有機ＥＬ素子では、空気よりも屈折率
の高い（屈折率が１．７～２．１程度）層の内部で発光した光のうち１５％～２０％程度
の光しか外部に取り出すことができない。
【０００７】
　そこで、従来、有機ＥＬ素子において、光取り出し効率を向上させるための技術が種々
提案されている。具体的には、基板と発光体との間に両者の中間の屈折率を有する平坦層
を導入して反射防止を図る手法や、基板表面にバインダー及び充填材を含んだ光拡散層を
形成し、該光拡散層の散乱効果を利用して発光光の全反射を防ぐ手法などが提案されてい
る。また、従来、透明基板の表面にプリズムシートやマイクロレンズアレイを形成して、
透明基板の表面にプリズム形状又はレンズ形状などの凹凸形状を設けることにより透明基
板と空気との界面における光の全反射を防ぐ手法（例えば特許文献１参照）も提案されて
いる。さらに、従来、発光層の構成を工夫して（発光層の膜厚を厚くするなど）、発光層
の発光効率そのものを向上させる手法も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１８５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　上述のように、有機ＥＬ素子において、光取り出し効率を向上させるための手法が種々
提案されており、例えば、基板と発光体との間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入する手
法や、基板表面に散乱効果を持つ光拡散層を作製する手法などでは、層間の界面における
発光光の全反射を緩和させることができる。しかしながら、これらの手法を用いても、有
機ＥＬ素子の光取り出し面には平滑な界面が存在するので、そのような平滑面と空気との
界面で発光光の全反射が起こり得る。すなわち、上述のような従来の手法では、光の取り
出し効率を十分に向上させることが難しい。
【００１０】
　一方、光拡散機能及びレンズ機能を両立するために表面に凹凸形状が設けられた光拡散
性シートを用いる手法では、光取り出し面と空気との間の界面に平滑な界面を無くすこと
ができるので、光取り出し面と空気との界面における発光光の全反射を防ぐ手法として有
効である。しかしながら、このような光拡散性シートは、例えば熱や光に対する耐候性が
不十分であり、特に光拡散性シートが屋外用途の照明装置に使われる場合、光拡散性シー
ト（光取り出しシート）が変色し、輝度が低下する場合もある。
【００１１】
　本発明は上記状況に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、光取り出し効率及び耐
候性の両方に優れた有機ＥＬ素子、及び、それを備えた面状発光体を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の有機ＥＬ素子は、素子基板、素子基板上に形成さ
れた第１電極、第１電極上に形成されかつ発光層を含む有機化合物層、及び、有機化合物
層上に形成された第２電極を含む有機エレクトロルミネッセンス素子本体部と、有機エレ
クトロルミネッセンス素子本体部の光取り出し側に設けられた光取り出しシートとを備え
る構成とする。そして、本発明の有機ＥＬ素子では、光取り出しシートがシリコン化合物
及び臭素含有化合物を含み、光取り出しシートのヘイズ値が９０以上の値であり、かつ、
光取り出しシートの全光透過率が８０％以上の値であることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の面状発光体は、複数の上記本発明の有機ＥＬ素子と、複数の上記本発明
の有機ＥＬ素子を、所定の形態で配列して支持する支持部材とを備える構成とする。
【発明の効果】
【００１４】
　上述のように、本発明の有機ＥＬ素子、及び、それを備える面状発光体では、その光取
り出し側に、シリコン化合物を含み、ヘイズ値が９０以上の値であり、かつ、全光透過率
が８０％以上の値である光取り出しシートを設ける。本発明によれば、このような光取り
出しシートを設けることにより、光取り出し効率及び耐候性の両方に優れた有機ＥＬ素子
、及び、それを備える面状発光体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ素子の概略構成断面図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る面状発光体の概略構成断面図である。
【図３】図３は、各種実施例で作製した光取り出しシートの光学特性を示す図である。
【図４】図４は、各種実施例で作製した有機ＥＬ素子の有機ＥＬ素子本体部の概略構成断
面図である。
【図５】図５は、実施例１の評価結果を示す図である。
【図６】図６は、実施例２の評価結果を示す図である。
【図７】図７は、実施例３の評価結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ素子、及び、それを備える面状発光体の一
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例を、図面を参照しながら具体的に説明するが、本発明は下記の例に限定されない。
【００１７】
＜１．有機ＥＬ素子の構成＞
［有機ＥＬ素子の全体構成］
　図１に、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ素子の構成例を示す。なお、図１は、本実
施形態の有機ＥＬ素子の概略構成断面図である。
【００１８】
　有機ＥＬ素子１０は、有機ＥＬ素子本体部１と、光取り出しシート２と、封止材３とを
備える。有機ＥＬ素子本体部１は、素子基板１１と、陽極１２（第１電極）と、有機化合
物層１３と、陰極１４（第２電極）とを備える。そして、本実施形態では、光取り出しシ
ート２は、素子基板１１の陽極１２側とは反対側の面上に設けられ、封止材３は、有機Ｅ
Ｌ素子本体部１の陽極１２、有機化合物層１３、及び、陰極１４を覆うように設けられる
。
【００１９】
　なお、本実施形態の有機ＥＬ素子１０では、陽極１２側から発光光を取り出す例を説明
するが、本発明はこれに限定されず、陰極１４側から、又は、陽極１２側及び陰極１４側
の両方から発光光を取り出す構成にしてもよい。この場合、有機ＥＬ素子１０の陰極１４
側の光取り出し面にも、光取り出しシート２を設けてもよい。
【００２０】
　また、有機化合物層１３は、発光層を含む層であるが、発光層以外にも、例えば、キャ
リア（正孔及び電子）の注入層、阻止層及び輸送層等の各種有機層を備え、これらの各種
有機層を積層して構成される。
【００２１】
　有機ＥＬ素子本体部１を構成する各部及び各層の好ましい積層例は、次の通りである。
（１）素子基板／陽極／発光層／電子輸送層／陰極
（２）素子基板／陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
（３）素子基板／陽極／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
（４）素子基板／陽極／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／電子注入層（陰
極バッファー層）／陰極
（５）素子基板／陽極／正孔注入層（陽極バッファー層）／正孔輸送層／発光層／正孔阻
止層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（６）素子基板／陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰
極
　以下、有機ＥＬ素子１０の各部及び各層の構成をより具体的に説明する。
【００２２】
［素子基板］
　素子基板１１（基体、基板、基材、支持体）は、例えば、ガラス、プラスチック等の透
明性材料で形成することができる。特に、素子基板１１を、ガラス基板、薄膜ガラス、石
英基板、又は、透明樹脂フィルムで構成することが好ましい。
【００２３】
　透明樹脂フィルムの形成材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステルを用いることができる。また
、透明樹脂フィルムの形成材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、セロ
ファン等の材料を用いることができる。さらに、セルロースジアセテート、セルロースト
リアセテート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロピオネート
（ＣＡＰ）、セルロースアセテートフタレート（ＴＡＣ）、セルロースナイトレート等の
セルロースエステル類、又は、それらの誘導体を透明樹脂フィルムの形成材料として用い
ることができる。
【００２４】
　また、透明樹脂フィルムの形成材料としては、例えば、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニ
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ルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、シンジオタクティックポリスチレン、ポ
リカーボネート、ノルボルネン樹脂、ポリメチルペンテン、ポリエーテルケトン、ポリイ
ミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルホン類、
ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンイミド、ポリアミド、フッ素樹脂、ナイロン、
ポリメチルメタクリレート、アクリル、ポリアリレート類等の材料を用いることができる
。さらに、例えば、アートン（登録商標：ＪＳＲ社製）、又は、アペル（登録商標：三井
化学社製）と呼ばれるシクロオレフィン系樹脂を透明樹脂フィルムの形成材料として用い
ることもできる。
【００２５】
　素子基板１１としてポリイミドフィルムを用いる場合には、貯蔵弾性率が約２～１０Ｇ
Ｐａの範囲内の値であり、かつ、熱膨張係数が約０～６ｐｐｍの範囲内の値であるという
条件を満たす非熱可塑性ポリイミドフィルムであれば、任意のポリイミドフィルムを素子
基板１１として用いることができる。それゆえ、素子基板１１として、従来公知のポリイ
ミドフィルムを使用することができ、例えば、ＸＥＮＯＭＡＸ（登録商標：東洋紡績（株
）製）や、ポミラン（登録商標）Ｔ（荒川化学工業（株）製）などの市販のポリイミドフ
ィルムを用いることができる。なお、ポリイミドフィルムの作製手法としては、例えば、
特開平５－７０５９０号公報、特開２０００－１１９４１９号公報、同２００７－５６１
９８号公報、同２００５－６８４０８号公報等に記載されている従来公知の手法を用いる
ことができる。
【００２６】
　また、素子基板１１を上記各種材料からなる透明樹脂フィルムで構成した場合、有機Ｅ
Ｌ素子１０内への例えば水蒸気、酸素等の透過を抑制するために、透明樹脂フィルムの表
面に、無機材料からなる被膜、有機材料からなる被膜、又は、これらの被膜を積層したハ
イブリッド被膜を設けてもよい。この場合には、水蒸気透過度（環境条件：２５±０．５
℃、相対湿度（９０±２）％ＲＨ）が約０．０１ｇ／［ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ］以下の値
となるようなバリア性フィルムで上記被膜を構成することが好ましい。また、上記被膜を
、酸素透過度が約１０－３ｃｍ３／［ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ］以下の値であり、かつ、水
蒸気透過度が約１０－３ｇ／［ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ］以下の値となるようなバリア性フ
ィルムで構成することがより好ましい。さらに、上記被膜を、酸素透過度が約１０－３ｃ
ｍ３／［ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ］以下の値であり、かつ、水蒸気透過度が約１０－５ｇ／
［ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ］以下の値となるようなバリア性フィルムで構成することが特に
好ましい。なお、本明細書でいう「水蒸気透過度」は、ＪＩＳ（日本工業規格）－Ｋ７１
２９（１９９２年）に準拠した赤外センサー法により測定された値であり、「酸素透過度
」は、ＪＩＳ－Ｋ７１２６（１９８７年）に準拠したクーロメトリック法により測定され
た値である。
【００２７】
　上述したバリア性フィルム（上記被膜）の形成材料としては、有機ＥＬ素子１０の劣化
を招く、例えば水分、酸素等の因子の有機ＥＬ素子１０への浸入を抑制できる材料であれ
ば、任意の材料を用いることができる。例えば、バリア性フィルムを、酸化ケイ素、二酸
化ケイ素、窒化ケイ素等の無機材料からなる被膜で構成することができる。なお、バリア
性フィルムの脆弱性を改良するためには、上記無機材料からなる被膜と有機材料からなる
被膜とを積層したハイブリッド被膜でバリア性フィルムを構成することが好ましい。この
場合、無機材料からなる被膜及び有機材料からなる被膜の積層順序は任意であるが、両者
を交互に複数回積層することが好ましい。
【００２８】
　また、上述のようなバリア性フィルムの形成手法としては、バリア性フィルムを素子基
板１１（透明樹脂フィルム）上に形成できる手法であれば任意の手法を用いることができ
る。例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキ
シー法、クラスタ－イオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧
プラズマ重合法（特開２００４－６８１４３号公報参照）、プラズマＣＶＤ（Chemical V
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apor Deposition）法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等の手法を用い
ることができる。なお、本実施形態では、特に、大気圧プラズマ重合法を用いることが好
ましい。
【００２９】
　さらに、本実施形態では、素子基板１１を、メタルフォイルで構成してもよい。メタル
フォイルとしては、例えば、アルミニウム箔、銅箔、ステンレス箔、金箔、銀箔等の金属
箔を用いることができる。なお、金属箔の厚さは、約１０～１００μｍの範囲内の値で設
定することが好ましい。
【００３０】
　また、素子基板１１としてメタルフォイルを用いる場合、メタルフォイルの片面又は両
面に絶縁層を設けることが好ましい。絶縁層は、例えば、無機酸化物や無機窒化物などの
無機物、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンフタレート、ポリエチレンナフタレ
ート等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリ
アリレート、アリルジグリコールカーボネート、ポリイミド、ポリシクロオレフィン、ノ
ルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）、ポリイミド等で形成することが
できる。
【００３１】
　絶縁層として無機絶縁層を用いる場合には、無機絶縁層を、例えば、酸化珪素、酸化ゲ
ルマニウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化銅等からなる金属酸化物膜
や、窒化珪素、窒化ゲルマニウム、窒化アルミニウム等からなる金属窒化物膜で構成する
ことが好ましい。また、これらの各種無機膜から一種又は二種以上の膜を組合せて絶縁層
を構成してもよい。なお、無機絶縁層の膜厚は、約１０～１００ｎｍの範囲内の値で設定
することが好ましい。また、金属酸化物及び／又は金属窒化物からなる絶縁層を成膜する
手法としては、任意の手法を用いることができ、例えば、蒸着法、スパッタリング法、Ｃ
ＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等の乾式法、ゾル－ゲル法等の湿式法、金属酸化
物及び／又は金属窒化物の粒子を溶剤に分散させた溶液を塗布する手法等を利用すること
ができる。
【００３２】
　なお、絶縁層をメタルフォイルの両面に設ける場合には、金属酸化物及び／又は金属窒
化物からなる絶縁層を、メタルフォイルの両面に設けてもよいし、ポリイミドシートのよ
うなプラスチック絶縁層を、メタルフォイルの両面に設けてもよい。また、メタルフォイ
ルの一方の面に、金属酸化物及び／又は金属窒化物からなる絶縁層を設け、他方の面にポ
リイミドシートのようなプラスチック絶縁層を設けてもよい。
【００３３】
［陽極］
　陽極１２は、発光層に正孔を供給（注入）する電極膜であり、仕事関数の大きい（４ｅ
Ｖ以上）、例えば、金属、合金、電気伝導性化合物、及び、これらの混合物等の電極材料
で形成される。
【００３４】
　なお、陽極１２の屈折率は任意であるが、約１．５～２．０の範囲内の値であることが
好ましく、約１．５５～１．８５の範囲内の値であることが特に好ましい。また、陽極１
２のシート抵抗（表面抵抗）は数百Ω／ｓｑ．以下の値であることが好ましい。さらに、
陽極１２の膜厚は、形成材料に依存して変化するが、通常、約１０～１０００ｎｍ、好ま
しくは約１０～２００ｎｍの範囲内の値に設定される。
【００３５】
　このような特性を有する電極材料としては、例えば、Ａｕ等の金属や、ＣｕＩ、ＩＴＯ
（Indium Tin Oxide）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ等の金属化合物などの光透過性を有する電極材
料を用いることができる。また、陽極１２は、例えばＩＤＩＸＯ（登録商標：Ｉｎ２Ｏ３

－ＺｎＯ）等の非晶質の透明電極材料で形成することもできる。
【００３６】
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　陽極１２は、上述した電極材料を蒸着やスパッタすることにより形成される。この際、
フォトリソグラフィー技術を用いて、陽極１２を所望の形状パターンで形成してもよい。
なお、陽極１２において、その形状パターンの精度を必要としない場合（精度が１００μ
ｍ以上程度の場合）には、陽極１２を例えば蒸着やスパッタリングなどの手法により形成
する際に、所望の形状パターンが形成されたマスクを用いて、所望パターンの陽極１２を
形成してもよい。
【００３７】
　また、陽極１２は、有機導電性化合物で形成することもできる。この場合、有機導電性
化合物は塗布可能な物質であるので、例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式成膜
手法を用いて、陽極１２を形成することができる。
【００３８】
［有機化合物層］
　有機化合物層１３は、上述のように、発光層だけでなく、キャリア（正孔及び電子）の
注入層、阻止層及び輸送層等の各種有機層を備える。ここで、各有機層の構成をより具体
的に説明する。
【００３９】
（１）発光層
　発光層は、陽極１２から直接、又は、陽極１２から正孔輸送層等を介して注入される正
孔と、陰極１４から直接、又は、陰極１４から電子輸送層等を介して注入される電子とが
再結合して発光する層である。なお、発光する部分は、発光層の内部であってもよいし、
発光層と、それに隣接する層との間の界面であってもよい。
【００４０】
　また、発光層は、一層で構成してもよいし、複数の層を積層して構成してもよい。発光
層を複数の層で構成する場合には、同一の発光スペクトルや発光極大波長を有する層を複
数積層してもよいし、互いに異なる発光スペクトルや発光極大波長を有する層を複数積層
してもよい（例えば、青、緑、赤等の各色発光層で発光層を構成する）。なお、後者の場
合には、隣り合う発光層間に、非発光性の中間層を設けることが好ましい。
【００４１】
　本実施形態では、発光層を、ホスト化合物（ホスト材料）と、発光材料（発光ドーパン
ト化合物）とを含む有機発光性材料で形成する。このような構成の発光層では、発光材料
の発光波長や含有させる発光材料の種類等を適宜調整することにより任意の発光色を得る
ことができる。また、本実施形態では、発光材料で発光させることが好ましい。
【００４２】
　発光層の膜厚の総和は、例えば必要とする発光特性等に応じて適宜設定することができ
る。例えば、構成膜の均質性、発光時における不必要な高電圧の印加の防止、及び、駆動
電流に対する発光色の安定性向上等の観点では、発光層の膜厚の総和を、例えば、約１～
２００ｎｍの範囲内の値に設定することが好ましい。特に、低駆動電圧の観点では、発光
層の膜厚の総和を約３０ｎｍ以下の値に設定することが好ましい。
【００４３】
　なお、発光層を複数の層で構成し、かつ、隣り合う該層間に中間層を設けた場合には、
中間層を含む発光層全体の厚さを上記数値範囲内の値に設定することが好ましい。また、
発光層を複数の層で構成する場合、各層の膜厚を、約１～５０ｎｍの範囲内の値に設定す
ることが好ましく、約１～２０ｎｍの範囲内の値に設定することがさらに好ましい。なお
、発光層を複数の層で構成する場合には、各層間の膜厚関係は、任意に設定することがで
きる。
【００４４】
　上述のような構成の発光層は、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、Ｌ
Ｂ（Langmuir-Blodgett）法、インクジェット法等の公知の薄膜形成手法を用いて形成す
ることができる。以下、発光層に含まれるホスト化合物及び発光材料の構成について具体
例に説明する。
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【００４５】
（ａ）ホスト化合物
　発光層に含まれるホスト化合物としては、室温（２５℃）における燐光発光の燐光量子
収率が約０．１未満の値である化合物を用いることが好ましい。特に、燐光量子収率が約
０．０１未満の値である化合物をホスト化合物として用いることが好ましい。また、発光
層中のホスト化合物の体積比は、発光層に含まれる各種化合物の中で約５０％以上の値と
することが好ましい。
【００４６】
　また、ホスト化合物としては、公知のホスト化合物を用いることができる。その際、一
種類のホスト化合物を用いてもよいし、複数種のホスト化合物を併用してもよい。複数種
のホスト化合物を用いることにより、電荷（正孔及び／又は電子）の移動度（移動量）を
調整することができ、有機ＥＬ素子１０の発光効率を向上させることができる。
【００４７】
　上述のような特性を有するホスト化合物としては、例えば、公知の低分子化合物、繰り
返し単位をもつ高分子化合物、ビニル基やエポキシ基のような重合性基を有する低分子化
合物（蒸着重合性発光ホスト）等の化合物を用いることができる。なお、ホスト化合物と
しては、正孔輸送機能、電子輸送機能、発光の長波長化を防止する機能、及び、高Ｔｇ（
ガラス転移温度）を有する化合物を用いることが好ましい。なお、ここでいう、「ガラス
転移温度（Ｔｇ）」とは、ＤＳＣ（Differential Scanning Calorimetry：示差走査熱量
）法を用いて、ＪＩＳ－Ｋ７１２１に準拠した手法により求められる値である。
【００４８】
　具体的には、ホスト化合物として、例えば、特開２００１－２５７０７６号公報、同２
００２－３０８８５５号公報、同２００１－３１３１７９号公報、同２００２－３１９４
９１号公報、同２００１－３５７９７７号公報、同２００２－３３４７８６号公報、同２
００２－８８６０号公報、同２００２－３３４７８７号公報、同２００２－１５８７１号
公報、同２００２－３３４７８８号公報、同２００２－４３０５６号公報、同２００２－
３３４７８９号公報、同２００２－７５６４５号公報、同２００２－３３８５７９号公報
、同２００２－１０５４４５号公報、同２００２－３４３５６８号公報、同２００２－１
４１１７３号公報、同２００２－３５２９５７号公報、同２００２－２０３６８３号公報
、同２００２－３６３２２７号公報、同２００２－２３１４５３号公報、同２００３－３
１６５号公報、同２００２－２３４８８８号公報、同２００３－２７０４８号公報、同２
００２－２５５９３４号公報、同２００２－２６０８６１号公報、同２００２－２８０１
８３号公報、同２００２－２９９０６０号公報、同２００２－３０２５１６号公報、同２
００２－３０５０８３号公報、同２００２－３０５０８４号公報、同２００２－３０８８
３７号公報等の文献に記載されている化合物を用いることができる。
【００４９】
　なお、本実施形態では、ホスト化合物は、カルバゾール誘導体であることが好ましく、
特に、カルバゾール誘導体であって、かつ、ジベンゾフラン化合物であることが好ましい
（例えば、後述の各種実施例で用いる構造式（１）Ｈ－Ａを有するホスト化合物）。
【００５０】
（ｂ）発光材料
　発光材料としては、例えば、燐光発光材料（燐光性化合物、燐光発光性化合物）、蛍光
発光材料等を用いることができる。なお、一つの発光層には、一種類の発光材料を含有さ
せてもよいし、発光極大波長が互いに異なる複数種の発光材料を含有させてもよい。複数
種の発光材料を用いることにより、上述のように、発光波長の異なる複数の光を混ぜるこ
とができ、これにより、任意の発光色の光を得ることができる。例えば、青色発光材料、
緑色発光材料及び赤色発光材料（３種類の発光発光材料）を発光層に含有させることによ
り白色光を得ることができる。
【００５１】
　また、一つの発光層に、燐光発光材料及び蛍光発光材料を混合してもよい。さらに、本
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実施形態では、一つの発光層に２種以上の発光材料を含有させる場合には、発光層におけ
る発光材料の濃度比を発光層の厚さ方向において変化させてもよい。
【００５２】
　燐光発光材料は、励起三重項からの発光が得られる化合物である。具体的には、燐光発
光材料は、室温（２５℃）において燐光発光する化合物であり、燐光量子収率が、２５℃
において約０．０１以上の値の化合物である。なお、本実施形態では、燐光量子収率が約
０．１以上の値である燐光発光材料を用いることが好ましい。燐光量子収率は、例えば、
「第４版実験化学講座７・分光ＩＩ」（１９９２年版、丸善）の３９８頁に記載されてい
る手法により測定することができる。また、溶液中での燐光量子収率は種々の溶媒を用い
て測定できるが、本実施形態では、燐光発光材料が、任意の溶媒において、約０．０１以
上の燐光量子収率が得られる燐光発光材料であればよい。
【００５３】
　上述したホスト化合物及び燐光発光材料を含む発光層における発光（燐光発光）の過程
（原理）としては、次の２種類の過程が挙げられる。
【００５４】
　第１の発光過程は、エネルギー移動型の発光過程である。このタイプの発光過程では、
まず、キャリア（正孔及び電子）が輸送される発光層内のホスト化合物上において、キャ
リアが再結合し、これにより、燐光発光材料の励起状態が生成される。そして、この際に
発生するエネルギーがホスト化合物から燐光発光材料に移動し（励起状態のエネルギー準
位がホスト化合物の励起準位から燐光発光材料の励起準位（励起三重項）に移動し）、こ
の結果、燐光発光材料から発光が生じる。
【００５５】
　第２の発光過程は、キャリアトラップ型の発光過程である。このタイプの発光過程では
、発光層において、燐光発光材料がキャリア（正孔及び電子）をトラップする。その結果
、燐光発光材料上でキャリアの再結合が起こり、燐光発光材料から発光が生じる。上述し
たいずれの発光過程においても、燐光発光材料の励起状態のエネルギー準位はホスト化合
物の励起状態のエネルギー準位より低くする必要がある。
【００５６】
　上述のような発光過程を生じさせる燐光発光材料としては、従来の有機ＥＬ素子で用い
られる公知の各種燐光発光材料の中から所望の燐光発光材料を適宜選択して用いることが
できる。例えば、燐光発光材料としては、元素の周期表で８族～１０族の金属元素を含有
する錯体系化合物を用いることができる。そのような錯体系化合物の中でも、イリジウム
化合物、オスミウム化合物、白金化合物（白金錯体系化合物）、及び、希土類錯体のいず
れかを燐光発光材料として用いることが好ましい。本実施形態では、特に、燐光発光材料
として、イリジウム化合物（例えば、後述の各種実施例で用いる構造式（２）～（４）を
有する燐光発光材料）を用いることが好ましい。
【００５７】
　また、蛍光発光材料（蛍光発光体、蛍光性ドーパント）としては、例えば、クマリン系
色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキ
ソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系
色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、又は希土類錯体系蛍
光体等を用いることができる。
【００５８】
　さらに、蛍光発光材料としては、例えば、国際公開第００／７０６５５号パンフレット
、特開２００２－２８０１７８号公報、同２００１－１８１６１６号公報、同２００２－
２８０１７９号公報、同２００１－１８１６１７号公報、同２００２－２８０１８０号公
報、同２００１－２４７８５９号公報、同２００２－２９９０６０号公報、同２００１－
３１３１７８号公報、同２００２－３０２６７１号公報、同２００１－３４５１８３号公
報、同２００２－３２４６７９号公報、国際公開第０２／１５６４５号パンフレット、特
開２００２－３３２２９１号公報、同２００２－５０４８４号公報、同２００２－３３２
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２９２号公報、同２００２－８３６８４号公報、特表２００２－５４０５７２号公報、特
開２００２－１１７９７８号公報、同２００２－３３８５８８号公報、同２００２－１７
０６８４号公報、同２００２－３５２９６０号公報、国際公開第０１／９３６４２号パン
フレット、特開２００２－５０４８３号公報、同２００２－１００４７６号公報、同２０
０２－１７３６７４号公報、同２００２－３５９０８２号公報、同２００２－１７５８８
４号公報、同２００２－３６３５５２号公報、同２００２－１８４５８２号公報、同２０
０３－７４６９号公報、特表２００２－５２５８０８号公報、特開２００３－７４７１号
公報、特表２００２－５２５８３３号公報、特開２００３－３１３６６号公報、同２００
２－２２６４９５号公報、同２００２－２３４８９４号公報、同２００２－２３５０７６
号公報、同２００２－２４１７５１号公報、同２００１－３１９７７９号公報、同２００
１－３１９７８０号公報、同２００２－６２８２４号公報、同２００２－１００４７４号
公報、同２００２－２０３６７９号公報、同２００２－３４３５７２号公報、同２００２
－２０３６７８号公報等に記載の従来公知の蛍光発光材料も用いることができる。
【００５９】
（ｃ）中間層
　上述のように、発光層を複数の層で構成した場合、隣り合う層間に、非発光性の中間層
（非ドープ領域）を設けることが好ましい。この場合、中間層の膜厚を、約１～２０ｎｍ
の範囲内の値に設定することが好ましい。特に、中間層と隣接する発光層との間における
エネルギー移動等の相互作用の抑制、及び、有機ＥＬ素子１０の電流電圧特性への影響の
低減という観点では、中間層の膜厚は、約３～１０ｎｍの範囲内の値で設定することが好
ましい。
【００６０】
　中間層の形成材料としては、発光層内のホスト化合物と同様の材料で形成することがで
きる。なお、中間層を設ける場合、中間層の形成材料は、隣接する発光層のホスト化合物
の形成材料と同一であってもよいし、異なっていてもよいが、隣接する２つの発光層のう
ち、少なくとも一方の発光層のホスト化合物の形成材料と同一であることが好ましい。
【００６１】
　このように、中間層（非ドープ発光層）と各発光層との間に共通の化合物を含有させた
場合、次のような利点が得られる。例えば両者間において、共通のホスト材料を用いた場
合（ここでいう、ホスト材料が共通であるとは、ホスト材料の分子構造が同一である場合
だけでなく、ホスト材料の燐光発光エネルギー、ガラス転移点等の物理化学的特性が同一
である場合等も含む意味である）には、発光層及び中間層間の界面におけるキャリアの注
入障壁が低減され、電圧（電流）を変化させても正孔及び電子間の注入バランスが保たれ
易いという効果が得られる。さらに、中間層と発光層との間で共通のホスト材料を用いた
場合には、従来の有機ＥＬ素子の作製において大きな問題点となっていた素子作製の煩雑
さも併せて解消することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、ホスト材料はキャリアの輸送を担うため、キャリア輸送能を有
する材料が好ましい。このキャリア輸送能を表す物性としてはキャリア移動度が用いられ
、有機材料のキャリア移動度は、一般に、電界強度に依存する。それゆえ、電界強度依存
性の高い材料をホスト材料を用いた場合には、正孔及び電子間の注入バランスが崩れやす
いので、発光層のホスト化合物及び中間層の形成材料としては、キャリア移動度の電界強
度依存性の小さいホスト材料を用いることが好ましい。また、正孔及び電子間の注入バラ
ンスを最適に調整するために、非発光性の中間層を、後述するキャリアの阻止層（正孔阻
止層、電子阻止層）として機能させてもよい。
【００６３】
（２）注入層（正孔注入層、電子注入層）
　有機化合物層１３内には、必要に応じて、キャリアの注入層（正孔注入層及び／電子輸
送層）が設けられる。注入層は、駆動電圧の低下や発光輝度の向上を図るための層であり
、電極及び有機層（発光層）間に設けられる。
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【００６４】
　正孔注入層（陽極バッファー層）は、陽極と、発光層又は正孔輸送層との間に設けられ
、電子注入層（陰極バッファー層）は、陰極と、発光層又は電子輸送層との間に設けられ
る。また、各注入層（バッファー層）は、非常に薄い膜で構成することが望ましく、本実
施形態では、形成材料にも依存するが、その膜厚を約０．１ｎｍ～５μｍの範囲内の値に
設定することが好ましい。
【００６５】
　なお、各注入層の構成は、例えば、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１
１月３０日エヌ・ティー・エス社発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３～１６６
頁）に詳細に記載されている。
【００６６】
　また、正孔注入層（陽極バッファー層）の構成は、特開平９－４５４７９号公報、同９
－２６００６２号公報、同８－２８８０６９号公報等にも詳細に記載されている。具体的
には、銅フタロシアニン等を用いて形成されたフタロシアニンバッファー層、酸化バナジ
ウム等を用いて形成された酸化物バッファー層、アモルファスカーボンバッファー層、ポ
リアニリン（エメラルディン）やポリチオフェン等の導電性高分子を用いて形成された高
分子バッファー層などが、正孔注入層として例示されている。なお、後述の各種実施例で
説明するように、例えば、ＰＥＤＯＴ（ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン））
等を含む化合物を、正孔注入層の形成材料として用いてもよい。
【００６７】
　さらに、電子注入層（陰極バッファー層）の構成は、特開平６－３２５８７１号公報、
同９－１７５７４号公報、同１０－７４５８６号公報等にも詳細に記載されている。具体
的には、ストロンチウムやアルミニウム等を用いて形成された金属バッファー層、フッ化
リチウム、フッ化カリウム等を用いて形成されたアルカリ金属化合物バッファー層、フッ
化マグネシウム等を用いて形成されてアルカリ土類金属化合物バッファー層、酸化アルミ
ニウム等を用いて形成された酸化物バッファー層等が電子注入層として例示されている。
【００６８】
（３）阻止層（正孔阻止層、電子阻止層）
　有機化合物層１３内には、必要に応じて、キャリアの阻止層（正孔阻止層及び／又は電
子阻止層）が設けられる。なお、阻止層の構成は、例えば、特開平１１－２０４２５８号
公報、同１１－２０４３５９号公報、及び「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８
年１１月３０日エヌ・ティー・エス社発行）」の２３７頁等に詳細に記載されている。
【００６９】
　正孔阻止層（ホールブロック層）は、広い意味で、電子輸送層の機能を有する層であり
、電子輸送機能を有しつつ正孔の輸送能力が著しく小さい材料で形成される。このような
正孔阻止層を設けることにより、発光層に対する正孔及び電子間の注入バランスを最適な
注入バランスに調整することができ、その結果、電子と正孔との再結合確率を向上させる
ことができる。また、正孔阻止層の構成として、必要に応じて、後述する電子輸送層の構
成を用いることができる。さらに、正孔阻止層は、発光層に隣接して設けられることが好
ましい。
【００７０】
　一方、電子阻止層は、広い意味で、正孔輸送層の機能を有する層であり、正孔輸送機能
を有しつつ電子の輸送能力が著しく小さい材料で形成される。このような電子阻止層を設
けることにより、発光層に対する正孔及び電子間の注入バランスを最適な注入バランスに
調整することができ、その結果、電子と正孔との再結合確率を向上させることができる。
また、電子阻止層の構成として、必要に応じて、後述する正孔輸送層の構成を用いること
ができる。
【００７１】
　なお、各阻止層の膜厚は、約３～１００ｎｍの範囲内の値で設定することが好ましく、
約５～３０ｎｍの範囲内の値で設定することがさらに好ましい。
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【００７２】
（４）輸送層（正孔輸送層、電子輸送層）
　有機化合物層１３内には、必要に応じて、キャリアの輸送層（正孔輸送層及び／又は電
子輸送層）が設けられる。
【００７３】
（ａ）正孔輸送層
　正孔輸送層は、陽極１２から供給された正孔を発光層に輸送（注入）する層である。ま
た、正孔輸送層は、陰極１４側からの電子の流入を阻止する障壁としても作用する。それ
ゆえ、正孔輸送層という用語は、広い意味で、正孔注入層及び／又は電子阻止層を含む意
味で用いられることもある。なお、正孔輸送層は、一層だけ設けてもよいし、複数層設け
てもよい。
【００７４】
　正孔輸送材料としては、上述した正孔を輸送（注入）する作用、及び、電子の流入を阻
止する作用を発現可能な材料であれば、有機材料及び無機材料のいずれの材料も用いるこ
とができる。具体的には、正孔輸送材料として、例えば、トリアゾール誘導体、オキサジ
アゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体
、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カ
ルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体
、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、導電性
高分子オリゴマー（特に、チオフェンオリゴマー）等の化合物を用いることができる。
【００７５】
　また、正孔輸送材料としては、例えば、ポルフィリン化合物、芳香族第３級アミン化合
物（スチリルアミン化合物）等の化合物を用いることができる。特に、本実施形態では、
芳香族第３級アミン化合物を正孔輸送材料として用いることが好ましい。
【００７６】
　芳香族第３級アミン化合物としては、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′
－ジアミノフェニル、Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ビス（３－メチルフェニル）－
〔１，１′－ビフェニル〕－４，４′－ジアミン（ＴＰＤ）、２，２－ビス（４－ジ－ｐ
－トリルアミノフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル
）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラ－ｐ－トリル－４，４′－ジアミノビフ
ェニル、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）－４－フェニルシクロヘキ
サン、ビス（４－ジメチルアミノ－２－メチルフェニル）フェニルメタン、ビス（４－ジ
－ｐ－トリルアミノフェニル）フェニルメタン、Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ジ（
４－メトキシフェニル）－４，４′－ジアミノビフェニル、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラ
フェニル－４，４′－ジアミノジフェニルエーテル、４，４′－ビス（ジフェニルアミノ
）クオードリフェニル、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリ（ｐ－トリル）アミン等の化合物を用いること
ができる。また、芳香族第３級アミン化合物として、４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４
′－〔４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）スチリル〕スチルベン、４－Ｎ，Ｎ－ジフェニルア
ミノ－（２－ジフェニルビニル）ベンゼン、３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルア
ミノスチルベンゼン等のスチリルアミン化合物を用いることができる。さらに、芳香族第
３級アミン化合物として、Ｎ－フェニルカルバゾール、米国特許第５，０６１，５６９号
明細書に記載されているような２個の縮合芳香族環を分子内に有するもの（例えば、４，
４′－ビス〔Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ））、特
開平４－３０８６８８号公報に記載されているようなトリフェニルアミンユニットが３つ
、スターバースト型に連結された４，４′，４″－トリス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）
－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）などの化合物を用いてもよ
い。また、後述の実施例で説明するように、正孔輸送材料として、ポリ－Ｎ，Ｎ′－ビス
（４－ブチルフェニル）－Ｎ，Ｎ′－ビス（フェニル）ベンジジンなどの化合物を用いて
もよい。
【００７７】
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　また、正孔輸送材料としては、例えば、上述した各種正孔輸送材料を高分子鎖に導入し
た高分子材料、又は、上述した各種正孔輸送材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用い
ることもできる。なお、ｐ型－Ｓｉ、ｐ型－ＳｉＣ等の無機化合物もまた、正孔輸送材料
及び上述の正孔注入層の形成材料として使用することができる。
【００７８】
　さらに、正孔輸送材料として、例えば、特開平１１－２５１０６７号公報、Ｊ．Ｈｕａ
ｎｇ　ｅｔ．ａｌ．著文献（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８０（
２００２），ｐ．１３９）等の文献に記載されているような、いわゆるｐ型正孔輸送材料
と呼ばれる材料を用いてもよい。なお、このような材料を正孔輸送材料として用いた場合
には、より高効率の発光素子を得ることができる。
【００７９】
　また、本実施形態では、正孔輸送層に不純物をドープして、ｐ性の高い（正孔リッチ）
の正孔輸送層を形成してもよい。その一例は、例えば、特開平４－２９７０７６号、特開
２０００－１９６１４０号、特開２００１－１０２１７５号、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．
，９５，５７７３（２００４）等の文献に記載されている。このような正孔リッチの正孔
輸送層を用いた場合には、より低消費電力の有機ＥＬ素子１０を作製することができる。
【００８０】
　上記構成の正孔輸送層は、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、インク
ジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等の公知の手法を用いて形成することができる。なお、
正孔輸送層の膜厚は、任意に設定することができ、一般には、約５ｎｍ～５μｍ、好まし
くは約５～２００ｎｍの範囲内の値に設定される。また、正孔輸送層を１層構造とする場
合には、上記各種正孔輸送材料のうち一種又は二種以上の材料が正孔輸送層に含まれるよ
うにしてもよい。
【００８１】
（ｂ）電子輸送層
　電子輸送層は、陰極１４から供給された電子を発光層に輸送（注入）する層である。ま
た、電子輸送層は、陽極１２側からの正孔の流入を阻止する障壁としても作用する。それ
ゆえ、電子輸送層という用語は、広い意味で、電子注入層及び／又は正孔阻止層を含む意
味で用いられることもある。なお、電子輸送層は、一層だけ設けてもよいし、複数層設け
てもよい。
【００８２】
　発光層の陰極１４側に隣接する電子輸送層（電子輸送層を一層構造とする場合には当該
電子輸送層、電子輸送層を複数設ける場合には最も発光層側に位置する電子輸送層）に用
いられる電子輸送材料（正孔阻止材料を兼ねる）としては、陰極１４より注入された電子
を発光層に伝達（輸送）する機能を有する材料であれば任意の材料を用いることができる
。例えば、電子輸送材料として、従来の有機ＥＬ素子で用いられる公知の各種化合物の中
から適宜好適な化合物を選択して用いることができる。
【００８３】
　より具体的には、電子輸送材料として、例えば、ニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェ
ニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フレオレニリ
デンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導
体等の化合物を用いることができる。更に、上記オキサジアゾール誘導体において、オキ
サジアゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基とし
て知られているキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用い
ることができる。また、これらの材料を高分子鎖に導入した高分子材料、又は、これらの
材料を高分子の主鎖とした高分子材料も電子輸送材料として用いることができる。さらに
、後述の実施例で説明するように、電子輸送材料として、カルバゾール誘導体等の化合物
（後述の構造式（５）ＥＴ－Ａを有する化合物）を用いてもよい。
【００８４】
　また、例えば、トリス（８－キノリノール）アルミニウム（Ａｌｑ３）、トリス（５，
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７－ジクロロ－８－キノリノール）アルミニウム、トリス（５，７－ジブロモ－８－キノ
リノール）アルミニウム、トリス（２－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、トリ
ス（５－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、ビス（８－キノリノール）亜鉛（Ｚ
ｎｑ）等の８－キノリノール誘導体の金属錯体、及び、これらの金属錯体の中心金属がＩ
ｎ、Ｍｇ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｓｎ、Ｇａ又はＰｂに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料と
して用いることができる。その他、メタルフリーフタロシアニンもしくはメタルフタロシ
アニン、又は、それらの末端がアルキル基やスルホン酸基等で置換されている材料も、電
子輸送材料として用いることができる。さらに、発光層の材料として例示したジスチリル
ピラジン誘導体を電子輸送材料として用いることができる。また、正孔注入層及び正孔輸
送層と同様に、ｎ型－Ｓｉ、ｎ型－ＳｉＣ等の無機化合物（無機半導体）を電子輸送材料
として用いることもできる。
【００８５】
　また、本実施形態では、電子輸送層に不純物をゲスト材料としてドープして、ｎ性の高
い（電子リッチ）電子輸送層を形成してもよい。このような構成の電子輸送層の具体例は
、例えば、特開平４－２９７０７６号公報、同１０－２７０１７２号公報、特開２０００
－１９６１４０号公報、同２００１－１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，
９５，５７７３（２００４）等の文献に記載されている。
【００８６】
　上記構成の電子輸送層は、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、インク
ジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等の公知の手法により形成することができる。なお、電
子輸送層の膜厚は、任意に設定することができ、一般には、約５ｎｍ～５μｍ、好ましく
は約５～２００ｎｍの範囲内の値に設定される。また、電子輸送層を１層構造とする場合
には、上記各種電子輸送材料のうち一種又は二種以上の材料が電子輸送層に含まれるよう
にしてもよい。
【００８７】
［陰極］
　陰極１４は、発光層に電子を供給（注入）する電極膜であり、通常、仕事関数の小さい
（４ｅＶ以下）、例えば、金属（電子注入性金属）、合金、電気伝導性化合物、及び、こ
れらの混合物等の電極材料で形成される。
【００８８】
　陰極１４は、例えば、アルミニウム、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネ
シウム、リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／
アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウ
ム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属等の
電極材料で形成することができる。これらの電極材料の中でも、電子注入性及び酸化等に
対する耐久性の観点から、電子注入性金属とこれより仕事関数の値が大きく安定な金属で
ある第二金属との混合物、例えば、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウ
ム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ２

Ｏ３）混合物、リチウム／アルミニウム混合物、アルミニウム等が好適である。
【００８９】
　また、陰極１４のシート抵抗は、数百Ω／ｓｑ．以下の値であることが好ましい。さら
に、陰極１４の膜厚は、一般に、約１０ｎｍ～５μｍの範囲内の値に設定され、好ましく
は、約５０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内の値で設定される。
【００９０】
　上述のような構成の陰極１４は、例えば蒸着やスパッタリングなどの手法によりに形成
することができる。
【００９１】
　なお、有機ＥＬ素子１０において、陰極１４側から光を取り出す場合には、陰極１４を
、例えば、上記陽極１２と同様に、光透過性を有する電極材料で形成することができる。
また、この場合には、約１ｎｍ～２０ｎｍの範囲内の膜厚で、上記陰極用電極材料からな
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る金属膜を形成した後に、該金属膜上に、陽極１２で説明した導電性透明材料を形成する
ことにより、透明又は半透明の陰極１４を形成することができる。
【００９２】
［光取り出しシート］
　光取り出しシート２は、例えば、図１に示すように、基材２ａと、該基材２ａの有機Ｅ
Ｌ素子本体部１側とは反対側の表面上に形成された光拡散層２ｂとを有する光拡散シート
で構成することができる。光取り出しシート２は、素子基板１１の陽極１２側とは反対側
の表面上に、例えば接着剤等を介して取り付けられる。この際、光取り出しシート２の基
材２ａの光拡散層２ｂ側とは反対側の表面が素子基板１１と対向するように、光取り出し
シート２が素子基板１１に取り付けられる。
【００９３】
　本実施形態では、光取り出しシート２は、ヘイズ値が約９０以上の値であり、かつ、全
光透過率（全光線透過率）が約８０％以上の値である光拡散シートで構成される。より好
ましくは、光取り出しシート２を、ヘイズ値が９２以上の値であり、かつ、全光透過率が
８２％以上の値である光拡散シートで構成し、特に好ましくは、ヘイズ値が９４以上の値
であり、かつ、全光透過率が８５％以上の値である光拡散シートで構成する。
【００９４】
　光取り出しシート２のヘイズ値は、光拡散層２ｂに含まれる、光の拡散及び散乱機能を
備える添加材料（添加化合物）の含有量により制御することができる。また、光取り出し
シート２の全光透過率は、基材２ａの透明度を増減することなどにより制御することがで
きる。
【００９５】
　また、ヘイズ値は、下記式で表される。
　ヘイズ値（曇価）＝｛拡散透過率（％）／全光透過率（％）｝×１００（％）
　なお、ヘイズ値は、ＪＩＳ－Ｋ－７１３６「プラスチック－透明材料のヘイズの求め方
」、又は、ＩＳＯ１４７８２「Ｐｌａｓｔｉｃｓ－Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｈ
ａｚｅ ｆｏｒ ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｍａｔｅｒｉａｌｓ」に記載されている手法で
測定することができる。
【００９６】
　一方、全光透過率は、ＪＩＳ－Ｋ－７３６１－１「プラスチック－透明材料の全光線透
過率の試験方法」、又は、ＩＳＯ１３４６８－１「Ｐｌａｓｔｉｃｓ － Ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｔｏｔａｌ ｌｕｍｉｎｏｕｓ ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅ 
ｏｆ ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｍａｔｅｒｉａｌｓ」に記載されている手法で測定するこ
とができる。
【００９７】
（ａ）基材
　本実施形態の光取り出しシート２の基材２ａは、光透過性を有する基材であれば、任意
の基材で構成することができる。また、本実施形態では、基材２ａの屈折率ｎ１は、約１
．６５以上の値であることが好ましい。
【００９８】
　上記条件を満たす基材２ａの例としては、ガラスフィルムや透明樹脂フィルムなどが挙
げられる。柔軟性の観点では、基材２ａとして透明樹脂フィルムを用いることが好ましい
。この場合には、透明樹脂フィルムの厚さを、約５０μｍ～２５０μｍの範囲内の値に設
定することが好ましい。
【００９９】
　なお、透明樹脂フィルムの形成材料としては、上記素子基板１１と同様の材料で形成す
ることができる。また、本実施形態では、透明樹脂フィルムの形成材料として、ポリカー
ボネートフィルム、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフ
タレート（ＰＥＮ）フィルム又はフッ素樹脂含有フィルムのいずれかを用いることが好ま
しい。
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【０１００】
　フッ素樹脂含有フィルムの形成材料としては、任意の材料を用いることができる。例え
ば、フッ素樹脂含有フィルムは、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリクロロ
トリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ）、テト
ラフルオロエチレンとハーフルオロアルコキシエチレンとの共重合体（ＰＦＡ）、エチレ
ンとテトラフルオロエチレンとの共重合体（ＥＴＦＥ）、テトラフルオロエチレンとヘキ
サフルオロブロビレンとの共重合体（ＦＥＰ）などの化合物を含有するフィルムで構成す
ることができる。
【０１０１】
　また、柔軟性及び輝度の向上の観点では、基材２ａとして薄膜ガラスを用いることが好
ましい。なお、ここでいう「薄膜ガラス」とは、厚さが約０．５ｍｍ以下のガラスフィル
ムのことである。
【０１０２】
（ｂ）添加材料
　光取り出しシート２に添加する（含有させる）、光の拡散及び散乱能を備える添加材料
としては、例えばシリコン化合物（Ｓｉ含有有機化合物）、ポリアクリル酸エステル樹脂
、臭素含有化合物等が挙げられる。そして、本実施形態では、光取り出しシート２は、少
なくとも、シリコン化合物（Ｓｉ含有有機化合物）を添加材料として含む構成とする。
【０１０３】
　本実施形態の光取り出しシート２に用い得るシリコン化合物の代表例としては、シリコ
ン樹脂又はシリコンオイルが挙げられる。シリコン樹脂としては、例えば、ＲＳｉＯ３／

２、ＲＳｉＯ、ＲＳｉＯ１／２の単位を組み合わせることができる３次元網状構造を有す
る樹脂などを用いることができる。なお、この化学式中の「Ｒ」は、メチル基、エチル基
、プロピル基などのＣ１～Ｃ１０のアルキル基、芳香族基等の置換基、又は、該置換基に
ビニル基を含む置換基を示す。
【０１０４】
　また、シリコンオイルとしては、ポリジメチルシロキサン及びポリジメチルシロキサン
の側鎖又は末端の少なくとも１つのメチル基が、水素、アルキル基、シクロヘキシル基、
フェニル基、ベンジル基、エポキシ基、ポリエーテル基、カルボキシル基、メルカプト基
、クロロアルキル基、アルキルアルコールエステル基、アルコール基、アリル基、ビニル
基、トリフルオロメチル基、及び、これらの組合わせからなる群より選択される基によっ
て変性された変性ポリシロキサン、又は、これらの混合物を用いることができる。
【０１０５】
　本実施形態の光取り出しシート２に含有し得るポリアクリル酸エステル樹脂としては、
例えば、メチルメタクリレート単量体と、メチルメタクリレート単量体を除く直鎖状、分
枝状、環状アルキル（メタ）アクリレート、及び、これらの組み合わせからなる群より選
択される少なくとも一種以上の単量体とからなる共重合体が挙げられる。より具体的には
、後述の実施例で説明するように、添加材料として、例えば、ポリメタクリル酸メチル樹
脂（ＰＭＭＡ）を用いることができる。
【０１０６】
　上述した共重合体では、メチルメタクリレート単量体の組成を約６０～９５質量％の範
囲内の組成とし、かつ、他の単量体の組成を約５～４０質量％の範囲内の値に設定するこ
とができる。特に、メチルメタクリレート単量体の組成が約７５～８５質量％の範囲内の
組成であり、かつ、他の単量体の組成が約１５～２５質量％の範囲内の組成であることが
より好ましい。また、共重合体としてアクリル系共重合体を用いる場合、アクリル系共重
合体の重量平均分子量は、約５００，０００～１０，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲内
の値であることが好ましい。なお、アクリル系共重合体は、乳化重合、懸濁重合、溶液重
合などの手法を実施して製造することができる。
【０１０７】
　また、本実施形態の光取り出しシート２に含有し得る臭素含有化合物としては、化学構
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造中に臭素を含有する化合物であれば任意の化合物を用いることができる。
【０１０８】
　例えば、ヘキサブロモベンゼン、ペンタブロモトルエン、ヘキサブロモビフェニル、デ
カブロモビフェニル、ヘキサブロモシクロデカン、デカブロモジフェニルエーテル、オク
タブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ビス（ペンタブロモフ
ェノキシ）エタン、エチレン－ビス（テトラブロモフタルイミド）、及び、テトラブロモ
ビスフェノールＡ等のモノマー系有機臭素化合物を、臭素含有化合物として用いることが
できる。また、臭素含有化合物としては、臭素化エポキシ化合物（例えば臭素化ビスフェ
ノールＡとエピクロルヒドリンとの反応によって製造されるジエポキシ化合物や臭素化フ
ェノール類とエピクロルヒドリンとの反応によって得られるモノエポキシ化合物）、ポリ
（臭素化ベンジルアクリレート）、臭素化ポリフェニレンエーテル、臭素化ビスフェノー
ルＡ、塩化シアヌール及び臭素化フェノールの縮合物、臭素化（ポリスチレン）、ポリ（
臭素化スチレン）、架橋臭素化ポリスチレンなどの臭素化ポリスチレン、及び、架橋又は
非架橋臭素化ポリ（α－メチルスチレン）等のハロゲン化されたポリマー系臭素化合物を
用いることができる。なお、臭素含有化合物の添加量は、ポリアミド樹脂１００重量部に
対して、約１～５０重量部の範囲内の値に設定することができる。
【０１０９】
（ｃ）光取り出しシートの表面形状
　本実施形態の光取り出しシート２の光出射側（光取り出し側）の表面形状は、平坦形状
であってもよいし、凹凸形状であってもよい。
【０１１０】
　光取り出しシート２の表面形状を凹凸形状とする場合、例えば、表面に所定の凹凸パタ
ーンが形成されたフィルム（以下、凹凸フィルムという）を光拡散層２ｂ上に設けること
により、光取り出しシート２の表面に凹凸パターンを形成してもよい。
【０１１１】
　また、凹凸パターンの凹部（又は凸部）のシート面内の幅（大きさ）は、約０．５μｍ
～２０μｍの範囲内の値に設定することができる。また、凹部（又は凸部）のシート厚み
方向の深さ（又は高さ）は、シート面内方向の凹部（又は凸部）の幅（大きさ）や、凹部
（又は凸部）の周期により適宜設定される。例えば、凹部（又は凸部）のシート厚み方向
の深さ（又は高さ）は、シート面内方向の凹部（又は凸部）の幅以下の値、又は、凹部（
又は凸部）の周期以下の値に設定することができる。
【０１１２】
　さらに、凹部（又は凸部）の形状は、任意であり、例えば、凹部（又は凸部）の表面形
状を、曲面を有する形状にすることが好ましい。なお、凹部（又は凸部）の表面形状を曲
面とする場合には、特に、凹部（又は凸部）の表面形状を半球面形状とすることが好まし
い。また、凹部（又は凸部）は、シート面内において、規則的（周期的）に配置されるこ
とが好ましく、例えば碁盤の目状に配置されることが好ましい。
【０１１３】
　凹凸フィルムの形成材料としては、例えば、高分子材料やガラスなどを用いることがで
きる。なお、高分子材料としては、例えば、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリシ
クロオレフィン、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンスルホン酸、ポリエチレンテ
レフタレート等の材料を用いることができる。また、凹凸フィルムの厚みは、任意に設定
することができ、例えば、約２０μｍ～１０００μｍの範囲内の値で設定することができ
る。
【０１１４】
　凹凸フィルムの作製手法としては、フィルム表面に所定の凹凸パターンを形成すること
ができる手法であれば、任意の手法を用いることができる。凹凸フィルムの形成材料を高
分子材料とする場合には、例えば、加熱されたフィルムに表面が凹凸状の金属板を押し付
けて金属板の凹凸形状をフィルムに転写する方法、表面が凹凸状のロールを用いて高分子
フィルム（シート）を圧延する方法、凹凸形状を有するスリットから高分子フィルム（シ
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ート）を押し出して成形する方法等を用いることができる。また、凹凸フィルムの形成材
料を高分子材料とする場合には、例えば、表面が凹凸形状の基台上に、高分子材料を含む
溶液または分散液を滴下（以下、キャストという）して成膜する方法や、モノマーからな
る膜の一部を選択的に光重合し、その後、未重合部分を除去する方法などを用いることが
できる。さらに、凹凸フィルムの形成材料を高分子材料とする場合には、高湿度条件下に
おいて高分子溶液を基台にキャストし、その後、凹凸が設けられた金型で高分子溶液を加
熱及び加圧することにより、金型の凹凸形状をインプリントする手法（水滴構造を表面に
転写する手法）を用いることもできる。
【０１１５】
　上述のように、本実施形態の有機ＥＬ素子１０では、光拡散層２ｂに少なくともシリコ
ン化合物が添加され、ヘイズ値が約９０以上の値であり、かつ、全光透過率が約８０％以
上の値である光取り出しシート２を用いる。このような構成の光取り出しシート２を、有
機ＥＬ素子１０の光取り出し面に設けることにより、光取り出し効率及び耐候性の両方を
向上させることができる（この効果の詳細は、下記各種実施例の特性評価において説明す
る）。
【０１１６】
［封止材］
　封止材３は、有機化合物層１３を封止する部材であり、図１に示すように、有機ＥＬ素
子本体部１を覆うように設けられる。なお、図１には示さないが、封止材３で有機ＥＬ素
子本体部１を封止する際には、陽極１２及び陰極１４の引き出し電極部分が外部に露出す
るように有機ＥＬ素子本体部１を封止する。
【０１１７】
　封止材３は、略板状（フィルム状）の封止部材で構成することができる。なお、封止手
法として、固体密着型タイプの手法を用いる場合には、封止材３として、素子基板１１側
の表面が平坦な板状基材（平板状の封止部材）を用い、この封止部材を、接着剤を介して
素子基板１１に接着する。
【０１１８】
　また、封止手法として、缶封止タイプの手法を用いる場合には、素子基板１１側の表面
に凹部が形成された略板状基材、すなわち、凹板状の封止部材（缶）を用い、この封止部
材を、接着剤を介して素子基板１１に接着する。
【０１１９】
　さらに、封止手法として、膜封止の手法を用いる場合には、封止材３として、無機材料
や有機材料からなる膜で構成された封止膜を用いる。そして、有機ＥＬ素子本体部１が封
止膜で覆われるように、封止膜を有機ＥＬ素子本体部１上に設ける。
【０１２０】
［有機ＥＬ素子の作製手法］
　次に、有機ＥＬ素子１０の作製手法の一例を説明する。具体的には、有機ＥＬ素子本体
部１の構成が、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
である場合の作製手法の一例を説明する。
【０１２１】
　まず、上述した透明材料からなる素子基板１１を用意する。次いで、素子基板１１の光
取り出し面（光取り出しシート２の形成面）と反対側の面上に、上述した透明電極材料か
らなる陽極１２を形成する。
【０１２２】
　次いで、陽極１２上に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層及び電子輸送層
をこの順で積層して有機化合物層１３を形成する。この際、有機化合物層１３を構成する
各層は、上記各層の構成で説明した各種形成手法を用いて形成される。なお、本実施形態
では、有機化合物層１３を構成する各層の形成手法として、特に、真空蒸着法、スピンコ
ート法、インクジェット法、印刷法を用いることが好ましい。これらの手法を用いて有機
化合物層１３内の各層を形成した場合、例えば、均一な膜質が得られ易い、膜にピンホー



(20) JP 6052182 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

ルが生成され難い等の利点が得られる。また、有機化合物層１３の成膜手法として蒸着法
を採用する場合、その蒸着条件は、使用する有機化合物の種類等の条件に応じて適宜設定
される。具体的には、ボート加熱温度を約５０℃～４５０℃、真空度を約１０－６Ｐａ～
１０－２Ｐａ、蒸着速度を約０．０１ｎｍ／秒～５０ｎｍ／秒、基板温度を約－５０℃～
３００℃、そして、膜厚を約０．１ｎｍ～５μｍ（好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍ）の各
範囲からそれぞれ適宜選択して、蒸着条件を設定することが好ましい。
【０１２３】
　次いで、有機化合物層１３を形成した後、有機化合物層１３上に、例えば、蒸着やスパ
ッタリング等の手法により、上述した陰極用電極材料からなる薄膜を、約１μｍ以下、好
ましくは、約５０～２００ｎｍの範囲内の膜厚で積層して、陰極１４を形成する。本実施
形態では、このようにして有機ＥＬ素子本体部１を作製する。
【０１２４】
　その後、有機ＥＬ素子本体部１の陰極１４側の表面に封止材３を設けて有機化合物層１
３を封止する。そして、最後に、有機ＥＬ素子本体部１の素子基板１１の光取り出し面（
陽極１２側の面）に、光取り出しシート２を貼り付ける。本実施形態では、このようにし
て有機ＥＬ素子１０を作製する。
【０１２５】
　なお、上述した作製手法では、同じ成膜装置内で、一回の真空引きで一貫して陽極１２
、有機化合物層１３及び陰極１４を形成するのが好ましいが、本発明はこれに限定されな
い。成膜工程毎に基板部材を成膜装置から取り出し、該基板部材に対して異なる成膜法を
施して有機化合物層１３及び各種電極膜を形成してもよい。なお、この場合には、作業を
乾燥不活性ガス雰囲気下で行う等の配慮が必要となる。また、本実施形態では、有機ＥＬ
素子本体部１を形成する際、各層の積層順序を逆にしてもよい。すなわち、素子基板１１
上に、陰極、電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層、及び、陽極を
この順で積層してもよい。
【０１２６】
＜２．面状発光体の構成＞
　次に、上述した有機ＥＬ素子１０を複数配列（タイリング）して作製された面状発光体
について説明する。
【０１２７】
［面状発光体の構成］
　図２に、本発明の一実施形態に係る面状発光体の概略構成断面図を示す。なお、図２に
は、説明を簡略化するため、２枚の有機ＥＬ素子１０を配列した構成例を示すが、本発明
はこれに限定されず、面状発光体を構成する有機ＥＬ素子１０の枚数及び配列形態は、例
えば用途等に応じて適宜設定される。
【０１２８】
　面状発光体２０は、２枚の有機ＥＬ素子１０と、支持基板２１（支持部材）と、各有機
ＥＬ素子１０を支持基板２１上に固定するための接着部材２２とを備える。
【０１２９】
　面状発光体２０では、各有機ＥＬ素子１０の封止材３側の面が接着部材２２により大型
の支持基板２１上に固定される。なお、この際、図２に示す例では、２枚の有機ＥＬ素子
１０の対向する側面同士が互いに接するように、２枚の有機ＥＬ素子１０を支持基板２１
上に配列する。また、この際、配列された２枚の有機ＥＬ素子１０の光取り出し面（光取
り出しシート２の光拡散層２ｂ側の面）が、互いに面一となるように、２枚の有機ＥＬ素
子１０を支持基板２１上に配列する。以下、面状発光体２０の各部の構成をより具体的に
説明する。
【０１３０】
［支持基板］
　支持基板２１は、２枚の有機ＥＬ素子１０を、接着部材２２を介して搭載した際に、そ
の状態を保持可能な板状部材であれば、任意の板状部材を用いることができる。
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【０１３１】
　なお、面状発光体２０をフレキシブルに屈曲する構成とする場合には、支持基板２１を
、屈曲性を有する可撓性基板で構成する。このような可撓性基板としては、例えば樹脂フ
ィルムや、板厚が約０．０１ｍｍ～０．５０ｍｍの範囲内の値であるガラス基板などを用
いることができる。
【０１３２】
［接着部材］
　本実施形態では、各種工業分野において、粘着剤、接着剤等、又は、粘着材、接着材等
の呼称で用いられる接着部材のうち、支持基板２１又は封止材３上に塗布して、支持基板
２１と封止材３とを貼り合わせた後に、種々の化学反応により高分子量体又は架橋構造体
を形成する硬化型の接着部材２２を用いる。すなわち、接着部材２２は、紫外線のような
光を照射するか、熱を加えるか、又は、加圧することによって接着部分が硬化する材料で
形成される。
【０１３３】
　上述のような物性を備えた接着部材２２としては、例えば、ウレタン系、エポキシ系、
フッ素含有系、水性高分子－イソシアネート系、アクリル系等の硬化型接着剤、湿気硬化
ウレタン接着剤、ポリエーテルメタクリレート型、エステル系メタクリレート型、酸化型
ポリエーテルメタクリレート等の嫌気性接着剤、シアノアクリレート系の瞬間接着剤、ア
クリレート及びペルオキシド系の２液型瞬間接着剤等の接着剤が挙げられる。
【０１３４】
　また、接着部材２２の形成手法としては、任意の手法を用いることができ、特に、未硬
化の接着剤を供給可能な手法を用いることが好ましい。このような手法としては、例えば
、グラビアコーター、マイクログラビアコーター、コンマコーター、バーコーター、スプ
レー塗布、インクジェット法等の手法が挙げられる。また、未硬化の接着部材２２の硬化
手法には、用いる接着剤に適した手法を用いる。
【０１３５】
　なお、図２に示す例では、支持基板２１を用いて複数の有機ＥＬ素子１０を支持する構
成例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、互いに隣り合う２枚の有機Ｅ
Ｌ素子１０の側部同士を接着剤（支持部材）で貼り合わせる場合には、支持基板２１を用
いなくてもよい。
【０１３６】
＜３．各種実施例及び評価結果＞
　次に、実際に作製した本発明の有機ＥＬ素子の各種実施例（サンプル）の構成、並びに
、各実施例で作製した有機ＥＬ素子に対して行った評価試験及びその結果を説明する。
【０１３７】
［各種光取り出しシート］
　以下に説明する各種実施例の有機ＥＬ素子では、互いに構成の異なる複数種の光取り出
しシートを用いた。それゆえ、有機ＥＬ素子の各種実施例の構成を説明する前に、各種実
施例で用いた光取り出しシートの構成及び作製手法について説明する。
【０１３８】
（１）第１の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号１）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ａ（光拡散層２ｂの形成材料）を、厚
さ１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴ：基材２ａ）に塗布するこ
とにより、第１の光取り出しシートを作製した。
【０１３９】
（光取り出しシート用溶液Ａ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
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　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：２００重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１４０】
（２）第２の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号２）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｂを、厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレートフィルム（ＰＥＴ）に塗布することにより、第２の光取り出しシートを作
製した。
【０１４１】
（光取り出しシート用溶液Ｂ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：２５０重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１４２】
（３）第３の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号３）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｃを、厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレートフィルム（ＰＥＴ）に塗布することにより、第３の光取り出しシートを作
製した。
【０１４３】
（光取り出しシート用溶液Ｃ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：１５０重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１４４】
（４）第４の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号４）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｄを、厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレートフィルム（ＰＥＴ）に塗布することにより、第４の光取り出しシートを作
製した。
【０１４５】
（光取り出しシート用溶液Ｄ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：１３０重量部
　シリコン樹脂粒子（平均粒子径３０．０μｍ）：８０重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１４６】
（５）第５の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号５）
　上記第４の光取り出しシートで用いられた光取り出しシート用溶液Ｄを、厚さ１００μ
ｍのポリカーボネートフィルムに塗布することにより、第５の光取り出しシートを作製し
た。
【０１４７】
（６）第６の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号６）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｅを、厚さ１００μｍのポリカーボネ
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ートフィルムに塗布することにより、第６の光取り出しシートを作製した。
【０１４８】
（光取り出しシート用溶液Ｅ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：１２０重量部
　シリコン樹脂粒子（平均粒子径３０．０μｍ）：８０重量部
　ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）粒子（平均粒形８．０μｍ）：３０重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１４９】
（７）第７の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号７）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｆを、厚さ１００μｍのポリカーボネ
ートフィルムに塗布することにより、第７の光取り出しシートを作製した。
【０１５０】
（光取り出しシート用溶液Ｆ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：１１０重量部
　シリコン樹脂粒子（平均粒子径３０．０μｍ）：８０重量部
　ポリメタクリル酸メチル樹脂粒子（平均粒形８．０μｍ）：３０重量部
　ヘキサブロモベンゼン：５重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１５１】
（８）第８の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号８）
　表面に凹部が周期的に配列された、厚さ４０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）フィルム（凹凸フィルム）を、上記第７の光取り出しシートの光拡散層上に貼り付け
ることにより、第８の光取り出しシートを作製した。なお、凹凸フィルムの凹部の面形状
は球面状とし、凹部の直径は５μｍとし、かつ、凹部の間隔は３μｍとした（すなわち、
凹凸パターンの周期は８μｍとした）。また、凹凸パターンは、上述した水滴構造を表面
に転写する手法を用いて形成した。
【０１５２】
（９）第９の光取り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号９）
　下記の組成で調製された光取り出しシート用溶液Ｇを、厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）フィルムに塗布することにより、第９の光取り出しシートを作
製した。
【０１５３】
（光取り出しシート用溶液Ｇ）
　アクリルポリオール（アクリディック４９－３９４ＩＭ＜固形分５０％＞，大日本イン
キ化学工業社）：１６２重量部
　イソシアネート（タケネートＤ１１０Ｎ＜固形分６０％＞，三井武田ケミカル社）：３
２重量部
　シリカ樹脂粒子（平均粒子径２７．２μｍ）：１８０重量部
　シリコン樹脂粒子（平均粒子径３０．０μｍ）：４０重量部
　酢酸ブチル：２１５重量部
【０１５４】
　上述のようにして作製した各種光取り出しシートのヘイズ値及び全光透過率を測定した
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。その測定結果を図３に示す。上述のように、本実施形態では、光取り出しシート２を、
ヘイズ値が約９０以上であり、かつ、全光透過率が約８０％以上である光拡散シートで構
成するので、サンプル番号４～９の光取り出しシートが、本実施形態で用い得る光取り出
しシートになる。
【０１５５】
［各種実施例の有機ＥＬ素子の構成］
　次に、下記各種実施例で作製した有機ＥＬ素子の構成及びその作製手法について説明す
る。図４に、各種実施例の有機ＥＬ素子における有機ＥＬ素子本体部の概略構成断面図を
示す。
【０１５６】
　有機ＥＬ素子本体部３０は、素子基板３１と、陽極３２と、正孔注入層３３と、正孔輸
送層３４と、発光層３５と、電子輸送層３６と、電子注入層３７と、陰極３８とを備える
。そして、陽極３２、正孔注入層３３、正孔輸送層３４、発光層３５、電子輸送層３６、
電子注入層３７及び陰極３８は、素子基板３１の光取り出し面とは反対側の面上に、この
順で形成される。
【０１５７】
　ここで、有機ＥＬ素子本体部３０の作製手法を説明しながら、各層の構成（形成材料、
膜厚等）を説明する。
【０１５８】
　まず、素子基板３１として、サイズが６０ｍｍ×６０ｍｍであり、かつ、厚さが０．７
ｍｍであるガラス基板を用意した。次いで、素子基板３１上に、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ
膜（屈折率１．８５）を形成し、その後、ＩＴＯ膜に対してパターニング処理を施して、
所定パターンの陽極３２を形成した。次いで、陽極３２が形成された素子基板３１を、イ
ソプロピルアルコールで超音波洗浄した。その後、洗浄された素子基板３１を乾燥窒素ガ
スで乾燥し、さらに、乾燥後の素子基板３１に対して、ＵＶオゾン洗浄を５分間行った。
【０１５９】
　次いで、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポリスチレンスルホネート（
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ、Ｂａｙｅｒ製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８３）を純水で７
０％に希釈した溶液（正孔注入層用塗布液）を、３０００ｒｐｍ、３０秒の条件でスピン
コーターにより陽極３２上に塗布した。次いで、正孔注入層用塗布液が塗布された素子基
板３１を、基板表面温度が２００℃になる環境下で１時間乾燥し、これにより、膜厚３０
ｎｍの正孔注入層３３を形成した。
【０１６０】
　次いで、窒素雰囲気下で、かつ、ＪＩＳ　Ｂ　９９２０に準拠して測定した清浄度がク
ラス１００である雰囲気下で、露点温度が－８０℃以下の値であり、かつ、酸素濃度が０
．８ｐｐｍであるグローブボックスに、正孔注入層３３が形成された素子基板３１を移し
た。次いで、グローブボックス内において、下記組成の正孔輸送層用塗布液を調製し、該
正孔輸送層用塗布液を、１５００ｒｐｍ、３０秒の条件でスピンコーターにより、正孔注
入層３３上に塗布した。そして、正孔輸送層用塗布液が塗布された素子基板３１を、基板
表面温度が１５０℃になる環境下で３０分加熱乾燥し、これにより、正孔輸送層３４を形
成した。なお、別途用意した基板上に、正孔輸送層用塗布液の上記塗布条件と同じ条件で
正孔輸送層用塗布液を塗布して正孔輸送層を形成し、その膜厚を測定したところ、膜厚は
２０ｎｍであった。
【０１６１】
（正孔輸送層用塗布液）
　モノクロロベンゼン：１００ｇ
　ポリ－Ｎ，Ｎ′－ビス（４－ブチルフェニル）－Ｎ，Ｎ′－ビス（フェニル）ベンジジ
ン（ＡＤＳ２５４ＢＥ：アメリカン・ダイ・ソース社製）：０．５ｇ
【０１６２】
　次いで、下記組成の発光層用塗布液を調製し、該発光層用塗布液を、２０００ｒｐｍ、
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塗布液が塗布された素子基板３１を、基板表面温度が１２０℃になる環境下で３０分加熱
乾燥し、これにより、発光層３５を形成した。なお、別途用意した基板上に、発光層用塗
布液の上記塗布条件と同じ条件で発光層用塗布液を塗布して発光層を形成し、その膜厚を
測定したところ、膜厚は４０ｎｍであった。また、下記発光層組成物のうち、最も低いＴ
ｇ（ガラス転移温度）を示したのはホスト化合物（Ｈ－Ａ）であり、１３２℃であった。
【０１６３】
（発光層用塗布液）
　酢酸ブチル：１００ｇ
　ホスト化合物（Ｈ－Ａ）：１ｇ
　第１発光材料（Ｄ－Ａ）：０．１１ｇ
　第２発光材料（Ｄ－Ｂ）：０．００２ｇ
　第３発光材料（Ｄ－Ｃ）：０．００２ｇ
【０１６４】
　なお、上記発光層用塗布液に含まれるホスト化合物（Ｈ－Ａ）、第１発光材料（Ｄ－Ａ
）、第２発光材料（Ｄ－Ｂ）、及び、第３発光材料（Ｄ－Ｃ）は、それぞれ下記構造式（
１）～（４）で表される。なお、各発光材料には、イリジウム化合物を用いた。
【０１６５】
【化１】

 
【０１６６】
【化２】

 
【０１６７】
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【化３】

 
【０１６８】
【化４】

 
【０１６９】
　次いで、下記組成の電子輸送層用塗布液を調製し、該電子輸送層用塗布液を、１５００
ｒｐｍ、３０秒の条件でスピンコーターにより、発光層３５上に塗布した。そして、電子
輸送層用塗布液が塗布された素子基板３１を、基板表面温度が１２０℃になる環境下で３
０分加熱乾燥し、これにより、電子輸送層３６を形成した。なお、別途用意した基板上に
、電子輸送層用塗布液の上記塗布条件と同じ条件で電子輸送層用塗布液を塗布して電子輸
送層を形成し、その膜厚を測定したところ、膜厚は３０ｎｍであった。
【０１７０】
（電子輸送層用塗布液）
　２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール：１００ｇ
　電子輸送材料（ＥＴ－Ａ）：０．７５ｇ
【０１７１】
　なお、上記電子輸送層用塗布液に含まれる電子輸送材料（ＥＴ－Ａ）は、カルバゾール
誘導体であり、下記構造式（５）で表される。
【０１７２】
【化５】
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【０１７３】
　次いで、電子輸送層３６まで形成された素子基板３１を、大気暴露せずに、蒸着機に移
動させ、その後、蒸着機内を４×１０－４Ｐａまで減圧した。なお、減圧前に、予め、フ
ッ化カリウム及びアルミニウムをそれぞれタンタル製抵抗加熱ボートに入れ、該抵抗加熱
ボートを蒸着機に取り付けた。
【０１７４】
　次いで、フッ化カリウムの入った抵抗加熱ボートに通電して該抵抗加熱ボートを加熱し
た。これにより、電子輸送層３６上に、フッ化カリウムを蒸着して、膜厚３ｎｍの電子注
入層３７を形成した。
【０１７５】
　次いで、アルミニウムの入った抵抗加熱ボートに通電して該抵抗加熱ボートを加熱した
。これにより、電子注入層３７上に、アルミニウムを蒸着速度１～２ｎｍ／秒で蒸着して
、膜厚１００ｎｍの陰極３８を形成した。
【０１７６】
　ここでは、このようにして、有機ＥＬ素子本体部３０を作製した。その後、有機ＥＬ素
子本体部３０の陰極３８側の表面に封止材を設けた。そして、最後に、素子基板３１の光
取り出し面（陽極３２側とは反対側の面）に、上述した第１～第８の光取り出しシートの
いずれかを接着剤を介して貼り付けて、下記各種実施例及び各種比較例の有機ＥＬ素子を
作製した。
【０１７７】
［実施例１］
（１）有機ＥＬ素子の構成（実施例１－１～１－６）
　実施例１では、上記第４～第９の光取り出しシートをそれぞれ用いて有機ＥＬ素子（実
施例１－１～１－６）を作製した。
【０１７８】
　また、この例では、実施例１－１～１－６の有機ＥＬ素子と比較するため、光取り出し
シートを備えない有機ＥＬ素子（比較例１－１）を作製した。さらに、比較例として、上
記第１～第３の光取り出しシートをそれぞれ用いて有機ＥＬ素子（比較例１－２～１－４
）を作製した。
【０１７９】
（２）特性評価
　実施例１では、上述のようにして作製した実施例１－１～１－６及び比較例１－１～１
－４の各有機ＥＬ素子に対して、次のような輝度特性の評価を行った。
【０１８０】
　輝度特性の評価では、まず、作製直後の各有機ＥＬ素子に、２．５ｍＡ／ｃｍ２の直流
定電流を流したときの輝度（初期輝度）を、分光放射輝度計ＣＳ－２０００（コニカミノ
ルタセンシング製）を用いて測定した。そして、この測定した輝度に基づいて、光取り出
し効率を算出した。なお、光取り出し効率は、光取り出しシートを備えない有機ＥＬ素子
（比較例１－１）の輝度に対する、光取り出しシートを備える有機ＥＬ素子（実施例１－
１～１－６及び比較例１－２～１－４）の輝度の比率とした。
【０１８１】
　また、この例における輝度特性の評価では、実施例１－１～１－６及び比較例１－１～
１－４の各有機ＥＬ素子を、温度６０℃、相対湿度９０％の恒湿恒温槽内で１００時間放
置した後、上記手法と同様にして輝度（高温高湿後輝度）を測定した（耐候性試験）。
【０１８２】
　さらに、この例における輝度特性の評価では、有機ＥＬ素子を恒湿恒温槽に投入する前
の輝度（初期輝度）と、投入後の輝度（高温高湿後輝度）とから輝度低下率を算出した。
具体的には、［投入後の輝度／投入前の輝度］×１００（％）の算出式で輝度低下率を算
出した。



(28) JP 6052182 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

【０１８３】
　また、実施例１の特性評価では、実施例１－１～１－６及び比較例１－１～１－４の各
有機ＥＬ素子の光取り出しシートの黄変の有無を調べた。具体的には、上述した耐候性試
験後、非発光状態で、有機ＥＬ素子の光取り出しシート側の面を目視で観察し、黄変の有
無を２段階（後述の「ＯＫ」評価、「ＮＧ」評価）で評価した。
【０１８４】
　図５に、上記各種評価の結果を示す。なお、図５には、評価結果だけでなく、各有機Ｅ
Ｌ素子の素子基板及び光取り出しシートの構成も一緒に記載する。また、図５中の黄変の
有無を示す「ＯＫ」評価及び「ＮＧ」評価の基準は下記の通りである。
　ＯＫ：黄変が認識できない。
　ＮＧ：明らかに黄色に変色している。
【０１８５】
　図５に示す評価結果から明らかなように、実施例１－１～１－６の各有機ＥＬ素子では
、輝度特性の全ての項目（輝度（初期輝度）、光取り出し効率、高温高湿後輝度及び輝度
低下率）において、比較例１－１～１－４の有機ＥＬ素子の特性以上の特性が得られた。
【０１８６】
　また、比較例１－２～１－４では、黄変が見られたが、実施例１－１～１－６では、黄
変が観測されなかった。なお、光取り出しシートを備えない比較例１－１の有機ＥＬ素子
では黄変は見られないが、輝度（初期輝度）、光取り出し効率及び高温高湿後輝度が他の
有機ＥＬ素子に比べて劣る。
【０１８７】
　上記実施例１の評価結果から、光取り出しシートとして、第４～第９の光取り出しシー
ト（図５中のサンプル番号４～９）を用いることにより、黄変が無く、かつ、輝度特性の
優れた有機ＥＬ素子が得られることが分かった。すなわち、光拡散層に少なくともシリコ
ン化合物が添加され、ヘイズ値が約９０以上の値となり、かつ、全光透過率が約８０％以
上の値となる光取り出しシートを、有機ＥＬ素子の光取り出し面に設けることにより、光
取り出し効率及び耐光性の両方が優れた有機ＥＬ素子が得られることが分かった。
【０１８８】
［実施例２］
（１）有機ＥＬ素子の構成（実施例２－１～２－６）
　実施例２では、素子基板３１の形成材料を種々変化させて有機ＥＬ素子（実施例２－１
～２－６）を作製した。なお、実施例２の有機ＥＬ素子において、素子基板３１以外の構
成は、上記実施例１－５の有機ＥＬ素子の対応する構成と同様とした。すなわち、実施例
２では、光取り出しシートとして、光取り出し面に凹凸パターンを形成した第８の光取り
出しシート（光取り出しシートのサンプル番号８）を用いた。
【０１８９】
　実施例２－１～２－６のそれぞれで用いた素子基板３１は次の通りである。実施例２－
１の有機ＥＬ素子では、素子基板３１として、厚さ２００μｍのＰＥＮ（ポリエチレンナ
フタレート）フィルムを用いた。実施例２－２の有機ＥＬ素子では、素子基板３１として
、厚さ２００μｍのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルムを用いた。実施例２
－３の有機ＥＬ素子では、素子基板３１として、厚さ２００μｍのポリイミドフィルムを
用いた。
【０１９０】
　また、実施例２－４の有機ＥＬ素子では、素子基板３１として、厚さ０．４ｍｍのガラ
ス基板、すなわち、薄膜ガラスを用いた。実施例２－５の有機ＥＬ素子では、素子基板３
１として、厚さ０．２ｍｍのガラス基板（薄膜ガラス）を用いた。そして、実施例２－６
の有機ＥＬ素子では、素子基板３１として、厚さ９０μｍのアルミニウム箔の両面に、厚
さ３０μｍのポリイミド層（絶縁層）を設けたメタルフォイル基板を用いた。
【０１９１】
　なお、この例では比較のため、上記比較例１－１の有機ＥＬ素子（光取り出しシート無
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し）の素子基板を、厚さ２００μｍのＰＥＮフィルムに変更した有機ＥＬ素子（比較例２
－１）を作製した。また、比較例２－１の有機ＥＬ素子の光取り出し面に上記第１の光取
り出しシート（光取り出しシートのサンプル番号１）を貼り付けた有機ＥＬ素子（比較例
２－２）も作製した。さらに、比較例２－１の有機ＥＬ素子において素子基板を、厚さ２
００μｍのＰＥＴフィルムに変更した有機ＥＬ素子（比較例２－３）を作製した。
【０１９２】
（２）特性評価
　実施例２では、上記実施例２－１～２－６及び比較例２－１～２－３の各有機ＥＬ素子
に対して、上記実施例１と同様にして、輝度特性、及び、黄変の有無を評価した。なお、
黄変の有無の評価基準は、上記実施例１の評価基準と同様である。
【０１９３】
　また、この例では、各サンプルの光取り出し効率を、次のようにして算出した。比較例
２－１及び２－２のサンプルについては、比較例２－１の輝度（＝５５０）を基準（光取
り出し効率＝１．００）にして光取り出し効率を求めた。実施例２－１～２－６、及び、
比較例２－３の各サンプルについては、ここでは説明を省略するが、サンプル毎（素子基
板毎）に対応する、光取り出しシートを設けない構成の有機ＥＬ素子をそれぞれ作製し、
該作製した光取り出しシート無しの有機ＥＬ素子の輝度を基準にして、各サンプルの光取
り出し効率を求めた。
【０１９４】
　図６に、その評価結果を示す。なお、図６には、上記実施例１－５の有機ＥＬ素子の評
価結果も一緒に記載する。
【０１９５】
　図６から明らかなように、光拡散層に少なくともシリコン化合物が添加され、ヘイズ値
が約９０以上の値であり、かつ、全光透過率が約８０％以上の値である光取り出しシート
を用いた場合、素子基板３１の形成材料としてＰＥＮ、ＰＥＴ、ポリイミド、ガラス及び
メタフォイルのいずれを用いても、黄変が無く、かつ、輝度特性の優れた有機ＥＬ素子が
得られることが分かった。さらに、上記構成条件を満たす光取り出しシートを用い、素子
基板３１としてガラス基板を用いた場合には、素子基板３１（ガラス基板）の厚さに関係
なく、優れた発光特性が得られることが分かった。
【０１９６】
［実施例３］
　実施例３では、上記実施例１－５、上記実施例２－１～２－６、及び、比較例２－１～
２－３の各有機ＥＬ素子に対して、ＪＩＳ　Ｃ８１０５－１に記載の手法に従ってグロー
ワイヤー耐熱性試験を実施し、各有機ＥＬ素子の難燃性について調べた。
【０１９７】
　図７に、その評価結果を示す。なお、図７に示す難燃性の「ＯＫ」評価及び「ＮＧ」評
価の基準は下記の通りである。
　ＯＫ：グローワイヤーを有機ＥＬ素子から離した後、３０秒より短い時間で消火した。
　ＮＧ：グローワイヤーを有機ＥＬ素子から離した後、３０秒を越えても消火しない。
【０１９８】
　図７から明らかなように、光拡散層に少なくともシリコン化合物が添加され、ヘイズ値
が約９０以上の値となり、かつ、全光透過率が約８０％以上の値となる光取り出しシート
を用いた場合、光取り出し効率及び耐候性だけでなく、難燃性にも優れた有機ＥＬ素子が
得られることが分かった。
【０１９９】
　なお、上記各種実施例では、具体的に示さなかったが、光取り出しシートの基材をフッ
素樹脂含有フィルムで構成した場合についても、上記各種実施例と同様の評価を行った。
その結果、光取り出しシートの基材をフッ素樹脂含有フィルムで構成した場合もまた、上
記各種実施例と同様の評価結果が得られた。
【符号の説明】
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【０２００】
　１…有機ＥＬ素子本体部、２…光取り出しシート、２ａ…基材、２ｂ…光拡散層、３…
封止材、１０…有機ＥＬ素子、１１…素子基板、１２…陽極、１３…有機化合物層、１４
…陰極、２０…面状発光体、２１…支持基板、２２…接着部材
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